
平成28年9月12日～変更分

変更前 変更後

内容 内容

P3 3 計画の位置づけ

６行目～

　 　

　

P12 【現状と課題】

16行目～

P14  №６

【事業名】

P24 【施策の概要】

２つ目の■

P25 Ⅱ‐（3）

４行目～

Ｐ28 №78

【事業内容】

P29 【現状と課題】

３行目～

Ｐ30 №85

【事業名】

高齢者のうち要介護状態となるおそれのある者に対して、心身の
状況などを把握し、要因を分析し、予防するための計画を作成す
る。

家庭（児童）女性等相談室 家庭（児童）・女性等相談室事業

高齢者のうち要介護状態となるおそれのある者方に対して、心身
の状況などを把握し、要因を分析し、予防するための計画を作成
する。

しかし、男女間での暴力的行為、子どもや高齢者に対する虐待な
ど、個人の尊厳を傷つける行為が増加し、問題化しています。

しかし、男女間での暴力的行為、子どもや高齢者に対する虐待な
ど、個人の尊厳を傷つける行為が増加し、問題化しています。

様々な場面における女性の参画促進を図るため、各分野で活躍

する女性のロールモデルを※紹介する機会を提供します。

様々な場面における女性の参画促進を図るため、各分野で活躍

する女性のロールモデル※を※紹介する機会を提供します。

（前略）子育て世代を支援するため、市民の多様なニーズに対応し
た保育サービスや放課後児童対策など、子育て支援体制の充実
に取り組みます。

（前略）こうしたことから、子育て世代を支援するため、市民の多様
なニーズに対応した保育サービスや放課後児童対策など、子育て
支援体制の充実に取り組みます。

一方、男女が平等で多様な選択を可能にする教育・学習分野での
指標の１つである教職員の啓発講座への参加率は、（後略）

一方、男女が平等で多様な選択を可能にする教育・学習分野での
指標の１つひとつである教職員の啓発講座への参加率は、(後略）

男女共同参画に関する市民および事業所意識調査 男女共同参画に関する市民および事業所意識調査事業

第４次八戸市男女共同参画基本計画変更内容

ページ 箇所

注１）（略）
☆八戸市推進計画該当箇所・・・

注１）（略）
☆※１八戸市推進計画
　　 　 本計画における該当箇所・・・

さらに、本計画は、女性活躍推進法第６条第２項注 1の規定による、
八戸市推進計画として位置づけることとします。

さらに、本計画は、女性活躍推進法第６条第２項注 1の規定による、

八戸市推進計画※1として位置づけることとします。

資料4 


